
附
同
七
六

第
八
十
九
条
の
五
第
四
項
中
つ
第
二
ト
六
条
、
第
一
一
十
九
条
第
二
句
、
第
一
一
一
号
及
び
第

号
並
び
に
第
三
十
一
条
」
を

「
及
び
第
二
十
六
条
」

e

に
改
め
、

「
、
第
十
五
条
の
二
及
び
第
十
七
条
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、

条
第
五
項
を
間
関
条
第
六
項
と
し
、
同
開
条
第

項
の
次
に
次
の
一
一
頃
を
加
え
る
。

日

前
腐
の
議
窓
に
よ
り
開
発
散
税
法
第
十
盟
条
第
七
樹
、
開
…
…

間
同
条
及
び
第
二
十
六
条
説
、
む
に
地
方
擁
発
地
税
法
第
十

四
条
の
ニ
の
鑓
窓
が
準
用
さ
れ
る
斗
倒
壊
の
搾
発
納
を
移
入
し
た
者
は
、
揮
発
納
税
法
第
ト

条
第
七
噴
及
び
第
二

開

条

並
び
に
地
方
揮
発
油
税
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
と
み
な
し
て
、
帰
押
発
浩
説
法
第
二
十
八
条
第
三

号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
三
十
九
条
並
び
に
地
方
措
揮
発
諸
税
法
第
十
六
条
及
、
び
第
十
七
条
の
親
症
を
適
用
す

る。第
八
十
九
殺
の
部
第
一
二
項
中
立
川
条
第

壊
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
前
条
第
六
噴
及
び
第
七
嘆
い
に
改
め
、
同
頃
を

条
第
五
項
と

L
、
間
内
条
第
二
項
中
一
正
問
的
雨
明
」

を
「
第
一
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
日
制
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
一
項
を
加
え
る
。

2 

揮
発
納
税
法
第
十
四
条
第
七
明
、
第

四
条
及
び
第
二
十
六
条
援
が
に
地
方
捕
玲
納
税
法
鐸
十
閥
条
の
一
一
の
組
定

は
、
前
現
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
揮
発
濯
を
鵠
条
第
一
頃
に
規
定
す
る
m
m
途
に
供
し
よ
う
と
す
る
場
所
に
移
入
し
た
者

{。

， 
， 

. 

O 
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に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
療
用
ず
る
。

3 

前
壊
の
競
窓
に
よ
り
揮
発
地
税
法
第
十
四
条
鱒
七
礎
、
鱗
ニ
十
部
条
及
、
び
第
二
十
六
条
瀧
び
に
地
方
縛
発
法
税
法
第
十

四
条
の
…
…
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
前
市
恨
の
開
発
地
を
問
項
の
壌
一
併
記
移
入
し
た
者
は
、
回
開
発
油
税
法
鱗
十
部
条
第
七
項
及

び
第
二
十
四
条
設
び
に
地
方
陣
発
油
税
法
第
十
四
条
の
ニ
第
一
環
第
一
号
に
蝋
定
す
る
者
と
み
な
し
て
、
持
発
端
税
法
第

ご
十
八
条
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
十
九
条
並
び
立
地
方
陣
発
油
税
法
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規

定
を
適
用
す
る
。

第
九
十
条
第
凶
項
中
「
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
九
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
三
十
一
条
」
を
「
及
び

第
一
一
十
六
条
」
に
改
め
、

「
、
第
十
五
条
の
ニ
及
び
第
十
七
条
」
を
削
り
、
同
条
第
六
壌
を
問
条
第
七
項
と
し
、
罰
条
第
五

壊
後
開
条
職
中
ハ
績
と
し
、
開
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
環
を
加
え
る
。

約
環
の
蟻
窓
に
よ
り
開
発
油
税
法
第
十
四
条
橋
七
謡
、
第
一
一
十
四
条
及
び
筋
一
一
十
六
条
議
び
に
地
方
議
発
鴻
税
法
第
十

r u 

関
口
条
の
一
一
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
前
理
の
み
な
し
報
発
捕
を
移
入
し
た
者
は
、
蝉
発
油
税
法
第
十
間
同
条
第
七
磯
及
、
び
第
ニ

十

条
並
び
に
地
方
揮
発
油
税
法
第
十
山
間
条
の
ニ
第
一
一
場
第
一
号
に
蛸
訓
戒
す
る
者
と
み
な
し
で
、
揮
発
鎗
税
法
第
ニ
十
八

条
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
十
文
条
並
び
に
地
方
揮
発
油
税
法
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
を
適
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用
す
る
。

第
九
十
条
の
二
第
三
項
中
「
前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
前
条
第
六
項
及
、
び
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

二
項
を
加
え
る
。

2、

揮
発
油
税
法
第
十
四
条
第
七
項
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
六
条
並
び
に
地
方
揮
発
油
税
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定

は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
み
な
し
揮
発
油
を
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
用
途
に
供
し
よ
う
と
す
る
場
所
に
移
入

し
た
者
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

3
一
前
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
税
法
第
十
四
条
第
七
項
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
六
条
並
び
に
地
方
揮
発
油
税
法
第
十

四
条
の
こ
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
前
項
の
み
な
し
揮
発
油
を
同
項
の
場
所
に
移
入
し
た
者
は
、
揮
発
油
税
法
第
十
四
条
第

七
項
及
び
第
二
十
四
条
並
び
に
地
方
揮
発
油
税
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
と
み
な
し
て
、
揮
発
油

税
法
第
二
十
八
条
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
十
九
条
並
び
に
地
方
揮
発
油
税
法
第
十
六
条
及
び
第
十
七

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
九
十
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(
第
四
号

O 

'・

O 
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に
掲
げ
る
重
油
及
、
び
粗
油
に
つ
い
て
は
、
平
成
ニ
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
)
」
に
改
め
、
同
条
第
二
璃
中
「
、
第
一
一
十

一
ニ
条
」
を
「
及
び
第
二
十
一
二
条
」
に
改
め
、

第
一
明
第
二
号
に
係
る
部
分
宇
佐
脇
陣
く
。
)
及
、
び
第
二
十
七
条
第
一
環
」
を
削
り
、

「
、
第
二
十
六
条
〈
第
一
号
及
び
第
一
一
号
並
び
に
第
削
号
中
同
法
第
一
一
十
三
条

「
第
九
十
条
の
西
第
四
項
及
び
第
五
聴
い

を
「
第
九
十
条
の
毘
第
六
噴
及
び
第
七
鳴
い
に
改
め
、
部
門
条
第
五
項
を
関
条
第
七
項
と
し
、
開
条
第
四
鳴
を
荷
条
第
六
璃
と

し
、
同
条
第
三
項
中
「
、
機
二
十
六
条
(
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
沼
号
中
間
法
第
二
十
一
一
一
条
第
一
璃
第
一
一
号
に
係

る
部
分
を
除
く
。
〉
及
、
び
第
二
十
七
条
第
一
磯
い
を
出
り
、

「
第
九
十
条
の
削
第
四
項
及
、
び
第
五
項
」
を
「
第
九
十
条
の
掛

第
六
項
及
、
び
第
七
車
円
」
に
改
め
、
同
壊
後
期
条
第
四
現
と
し
、
開
頃
の
次
に
次
の
…
璃
を
加
え
る
。

前
壊
の
蔑
定
に
よ
り
石
油
石
脱
税
法
第
二
十
一
一
一
条
(
第
一
瑛
第
ニ
号
及
、
び
絡
部
母
を
除
く
。
)

5 

の
規
定
が
準
用
さ
れ
る

館
項
の
重
一
泊
及
、
ひ
組
治
を
問
項
の
用
途
に
供
す
る
者
は
、
開
条
第
一
項
第
…
号
に
規
殺
す
る
者
と
み
な
し
て
、
罰
法
第
二

十
五
条
〈
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
六
等
中
間
法
第
二
十
一
日
一
条
第
一
環
第
一
…
母
に
係
る
部
分
を
捺
く
。
〉
及
び
第

一
一
十
六
条
第
一
壌
の
鰻
定
を
議
院
用
ず
る
。

第
九
十
条
の
閉
第
二
市
恨
の
次
に
次
の
一
璃
そ
加
え
る
。

3 

前
現
の
規
定
に
よ
り
石
油
石
炭
説
法
第
二
十
一
条
及
び
第
一
一
十
一
一
一
条
(
第
一
稿
第
-
一
口
言
及
、
が
第
鴎
号
を
結
く
。
)
の
鰻

間
四
七
九
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定
が
準
用
さ
れ
る
諒
項
の
原
油
、
揮
発
油
、
好
捕
、
軽
油
又
誌
石
諮
ガ
ス
そ
の
他
の
ガ
ス
状
炭
化
水
素
を
同
項
の
用
途
に

供
す
る
者
並
び
に
再
出
恨
の
重
油
及
び
料
捕
の
簸
売
業
者
(
同
璃
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
持
法
第
二
十
二
条
〈
第
一
号

を
部
く
。
〉
の
規
定
に
よ
り
記
帳
の
毅
絡
を
糸
線
ず
る
者
そ
含
む
。
)
は
、
河
法
第
一
一
十
一
条
立
競
市
必
ず
る
者
と
そ
れ
ぞ

れ
み
な
し
て
、
罰
法
第
ニ
十
五
条
(
第
一
口
げ
か
ら
第
癌
口
げ
ま
で
及
、
ひ
第
六
号
中
同
法
第
一
一
十
一
一
一
条
第
一
項
第
二
号
に
係
る

部
分
を
除
く
o

v

及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
の
環
定
を
適
用
す
る
。

第
九
十
条
の
聞
の
一
一
第
三
寝
中
つ
矯

A

一
十
三
条
い
を
「
及
び
第
一
一

一一一条い

に
改
め
、

「
、
鰐
ご
十
六
条
〈
第
…
凶
行
及

び
第
一
一
時
議
ぴ
に
熔
問
符
中
間
法
第
二
十
一
一
一
条
第
一
説
第
二
号
に
係
叩
令
部
分
を
除
く
。
〉
及
び
第
一
…

条
第
一
噴
い
を
前

り、

「
第
九
十
条
の
四
の
こ
第
三
項
及
、
ひ
第
四
沼
ぐ
を
「
第
九
十
条
の
闘
の
二
第
四
項
及
、
ひ
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
間
同
条
第
三
項
を
同
条
第
題
項
と
し
、
同
条
第
ニ
市
恨
の
次
に
次
の
一
一
頃
を
加
え
る
。

能
墳
の
規
定
に
よ
り
お
撞
在
炭
税
法
第
二

3 

一
条
及
び
第
一
一
十
三
条
〈
第
一
一
様
第
一
一
吟
及
、
が
第
四
号
を
除
く
。
〉
の
焼

定
が
準
用
さ
れ
る
前
項
の
特
定
若
山
慌
を
開
墳
の
用
強
に
併
す
る
者
及
び
部
門
礁
の
特
定
打
炭
の
販
売
業
者
(
川
内
項
の
規
定
む

よ
り
準
用
さ
れ
る
詞
法
第
斗
十
二
条
〈
第
一
号
を
諜
く
。
)
の
規
定
に
よ
り
記
緩
の
義
務
を
承
継
す
る
者
を
含
む
。
)

は
、
間
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
法
第
二
十
一
立
条
(
第

A

丹
か
ら
第

仰
げ
ま
で
及
び
第

C 

〆

. 
守.

O 
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六
号
中
同
法
第
二
十
三
条
第
一
明
第
一
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
〉
及
、
部
第
一
一
十
六
条
第
一
壌
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
九
十
条
の
E
C
三
第
二
項
中
「
、
第
二
十
一
二
条
」
を
「
及
、
び
第
二

三
条
」
に
改
め
、

「
、
第
二
十
六
条
(
第
一
号
及

び
第
二
号
並
び
に
第

号
中
間
法
第
」
一
十
一
一
一
条
第
一
一
境
第
ニ
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
脳
部

り

刊
第
九
十
条
の
間
関
の
…
ニ
第
三
現
及
、
日
携
関
現
い
な
「
鰯
九
十
条
の

の
一
一
一
第
四
現
及
、
び
第
定
機
い
に
改
め
、
開
条
第

項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
ぷ
…
環
/
を
開
条
第
四
川
崎
山
と
し
、
開
条
第
ニ
明
慌
の
次
に
次
の
…
項
を
加
え
る
。

3 

前
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
石
炭
税
法
第
二
十
一
条
及
、
び
第
二
十
三
条
(
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
)
の
規
-

定
が
準
用
加
さ
れ
る
前
項
の
沖
縄
先
竜
馬
特
定
石
演
を
問
項
の
用
途
に
供
す
る
者
及
び
問
項
の
沖
縄
発
電
用
特
定
石
炭
の
譲

発
業
者
〈
関
犠
の
滋
定
に
よ
り
準
期
さ
れ
る
向
法
第
一
一
十
一
一
条
〈
第
一
号
を
除
く
。
)
の
規
定
に
よ
り
配
艇
の
義
務
会
承

一
糸
に
規
定
す
る
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
州
内
法
第
二
十
五
条
〈
第
一
号
か

継
す
る
者
を
含
む
。
〉
は
、

開
法
第

ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
中
同
法
第
二
十
三
一
条
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
及
び
第
二
十
六
条
第
一
一
壊
の

規
定
を
適
揺
す
る
。

第
九
十
条
の
蕊
第
一
嶋
中
吋
平
成
ニ

一
一
年
一
一
一
月
一
一
一
十
一
お
い
そ
「
平
成
一
一
十
四
年
一
一
一
月
三
十
一
時
い
に
改
め
、
細
川
議
第

五
項
中
「
、
第

4

一
十
三
条
い
を
「
及
び
綴
二
十
一
ニ
条
い
に
改
め
、

「、
t

第
二
十
六
条
〈
鵠
一
号
及
び
第
一
一
号
設
、
ひ
立
第
四
号

限
八
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中
間
法
第
二
十
三
条
第
一
嘆
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
及
、
び
第
二

七
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条

第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

G 

前
項
の
規
定
に
よ
り
郡
能
活
絞
殺
法
鱗
一
一
十
一
条
及
び
第
二
十
一
一
一
条
〈
第
一
項
第
二
号
及
び
鰐
悶
号
説
び
に
第
一
一
一
壌
を

の
規
矩
が
準
舟
さ
れ
る
議
壌
の
石
油
化
学
製
品
の
製
造
者
又
は
山
内
壌
の
特
絞
樽
搾
油
等
の
製
瀧
者
脅
し
く
は
販

除
く
。
〉

究
識
者
〈
問
項
の
槻
斑
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
剖
法
第
ニ
十
一
一
条
〈
第
一
号
を
除
く
。
〉

の
規
定
に
よ
り
詑
続
の
義
務
を
承

継
す
る
者
を
A
R
む
。
〉
は
、
同
誌
第
一
に
い
i

一
条
に
規
定
す
る
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
法
第
二
十
五
条
(
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
中
間
門
誌
第
二
十
三
一
条
第
一
項
第
二
号
に
保
る
蔀
分
を
蒔
く
。
)
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
の

規
定
を
適
用
す
る
。

第
九
十
条
の
六
第
一
一
明
小
「
平
成

一
一
年
一
一
一
月
一
二
卜

uM
い
を
「
平
成

‘
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
絞
め
、

関
門
条
第

ニ
壌
市
中
「
、
第
一
一
十
六
条
〈
第
一
向
汚
か
ら
第
一
一
一
持
ま
で
及
、
か
策
問
吟
中
間
法
鰐
ニ

「
第
九
十
条
の
ふ
ハ
第
四
璃
及
、
び
第
五
噴
い
を
「
第
九
十
条
の
ふ
ハ
第
六
現
及
が

一
一
一
糸
第
一
明
第
一
…
以
内
ゅ
に
係
る
部
分
を
捻

く
。
〉
及
び
第
一
一
十
七
条
第
一
明
」
を
制
約
り
、

第
七
噴
い
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
八
墳
と
し
、
同
条
第
五
必
唱
を
同
条
第
七
噴
と
し
、
開
条
第
四
項
を
河
条
第
六
項

と
し
、
開
条
第
三
項
中
「
、
第
二

三
条
」
を
「
及
、
び
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、

「
、
第
二
十
六
条
(
第
一
号
及
、
び
第
二
号

o 

• 
d‘ . 

O 



( 

〔

並
び
に
筋
四
回
守
中
同
法
第
二
十
三
条
第
一
環
第
一
一
号
に
係
る
部
分
を
脇
陣
く
。
)
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
期
り
、

同
項

を
問
問
条
第
四
現
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
壌
を
加
え
る
。

5 

前
演
の
規
定
に
よ
り
在
油
石
炭
税
諮
第
一
一
十
一
条
及
び
第
一
一
十
一
…
一
条
(
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
一
一
一
要
を

賂
く
。
)

の
競
定
が
準
用
さ
れ
る
前
市
恨
の
議
捕
の
製
造
者
又
は
販
売
業
者
〈
問
項
mw
綴
建
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
罰
法
第
ニ

の
規
定
に
よ
り
記
織
の
義
務
を
承
継
す
る
者
を
合
加
。
)
は
、
問
法
第
二
十
一
条
に
謹
定

十
二
条
〈
第
一
号
を
総
く
。
)

ず
る
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
法
第
二
十
五
条
(
第
一
号
か
ら
第
謂
努
ま
で
及
、
び
錦
六
号
中
同
法
第
二

三
条
第

項
第
二
坊
に
係
る
部
分
そ
除
く
。
)
及
び
第
二
十
六
条
第
一
一
墳
の
規
戒
を
適
用
す
る
。

第
九
十
条
の
ふ
ハ
第
二
頃
の
次
に
次
の
一
一
項
を
加
え
る
。

3 

議
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
石
炭
税
法
鱗

士
一
条
〈
熊
一
項
第
一
一
時
及
び
第
四
号
を
捻
く
。
)

の
規
定
が
準
附
加
さ
れ
る

前
項
の
方
法
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
譲
治
を
同
壌
の
用
速
に
供
す
る
者
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
と
み
な
し

て
、
向
法
第
ニ
十
五
条
〈
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
六
号
中
間
法
第
二
十
…
一
…
条
第
一
項
第
一
一
号
に
係
る
部
分
を
除

く
。
〉
及
び
第
ニ
十
六
条
第
一
一
療
の
競
定
を
適
用
す
る
。

第
九
十
条
の
ふ
ハ
の
こ
第
笈
液
中
「
、
第
一
一
十
三
条
」
を
叶
及
、
び
第
一
一
十
一
一
一
条
」
に
改
め
、

「
、
第
二
十
六
条
(
第
一
号
及

四
八



官B
jヘ
ロLI

び
第
一
一
号
並
び
に
第

号
中
日
間
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
保
る
部
分
を
除
く
。
)
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
部

り
、
同
条
第
六
項
を
男
条
第
七
項
と
し
、
山
内
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
環
を
加
え
る
。

前
璃
の
規
控
に
よ
り
わ
袖
石
脱
税
法
第
二
一
条
及
び
第
二

6 

五
条
〈
第
一
環
第
二
時
及
、
口
銭

同
行
並
び
に
瀦
一
一
…
壊
な

除
く
。
)

の
規
出
廷
が
準
用
さ
れ
る
前
項
の
石
治
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
(
同
項
の
規
定
立
よ
り
準
帰
さ
れ
る
同
法
第

の
規
定
に
よ
り
記
轄
の
義
務
を
承
避
す
る
者
を
含
む
。
)
は
、
詩
語
第
二
十
一
条
に
規

定
す
る
者
と
み
な
し
て
、
同
法
第
一
色
十
五
条
(
第
一
号
か
ら
第
凶
号
ま
で
及
び
第
六
号
中
間
詑
第
二
十
一
一
一
条
第
一
一
現
議
一
一

二
十
二
条
(
第
一
号
を
除
く
。
)

間
げ
に
保
る
部
分
を
除
く
。
)
及
び
第
一
一
十
六
条
第
一
一
療
の
規
矩
そ
線
開
ず
る
。

第
九
十
条
の
七
第
占
環
中
「
五
年
」
を
「
十
年
」
に
、

「
五
十
万

を
「
芭
万
円
」
に
改
め
、
部
門
条
第
一
一
項
中
「
五
十

万

を
「
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
票
中
「
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
法
科
料
」
を

「
一
年
以
下
の
態
役
又
は
五
十
万

υ
以
下
の
罰
金
」
に
改
め
、
同
盟
ハ
第
一
間
企
勺
中
「
第
九
十
条
の
四
鰐
凶
噴
い
を
吋
第
九
十
条
の
四
第
六
郡
引
い
に
改
め
、
同
門
現
第

一
一
符
中
「
第
九
十
条
の

の
二
銭
一
一
一
瑚
わ
い
そ
「
第
九
十
条
の
聞
の
ご
第
四
議
い
に
改
め
、
問
明
第
三
号
中
「
第
九
十
条
の
問
問

の
a

m

A

第
一
…
一
項
」
を
「
第
九
十
条
の
問
の
〈
第
凶
環
」
に
改
め
、
同
項
第
四
回
げ
や
「
第
九
十
条
の
六
第
題
項
」
を
「
第
九
十
条

の
六
第
六
項
」
に
改
め
、

項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

仁}

‘・

O 



ーム。
/、

前
条
第
一
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
害
額
の
提
出
を
怠
り
、

又
詰
偽
り
の
書
撃
を
謹
出
し
た
者

第
九
十
条
の
七
鵠
限
演
を
期
間
り
、
開
条
第
五
職
中
「
、
第
三
嘆
い
を
期
り
、

立
制
各
項
」
を
竹
前
一
ニ
項
」
に
改
め
、
同
様

そ
開
条
第
四
寝
と
し
、
河
条
第
六
項
を
詞
条
第
双
項
と
す
る
。

第
九
十
条
の
八
第
一
寝
中
「
旅
客
の
」
そ
翻
る
。

第
九
十
条
の
十
第
一
明
中
「
、

「
届
出
軽
自
動
車
い
若
し
く
は
「
車
馬
番
号
の
指
定
」
」
そ
「
若
し
く
は
「
態
出
軽
自
動

事
」
い
に
、

「
、
臨
出
軽
自
動
車
若
し
く
は
家
間
番
号
の
指
定
」
を
「
若
し
く
は
届
出
離
自
動
車
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
の
十
一
の
兇
出
し
を
甑
り
、
同
条
の
訴
に
見
出
し
と
し
て

「
〈
自
動
車
窓
一
議
税
率
の
特
例
)
」
を
付
し
、
同
条

第
一
職
中
「
昭
和
五
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
一
二
十
年
西
月
三
十
日
ま
で
の
関
」
を
「
平
成
ニ
十
二
年
四
月
一
自
円
以
後
」

に
改
め
、

「
率
一
向
番
号
の
指
定
」

の
-xi
に
「
〈
岳
動
車
藁
量
一
税
法
第
ニ
条
第
一
頃
第
一
一
一
号
に
規
定
す
る
率
一
階
番
号
の
指
定
を

い
う
。
〉
」
を
、

「
受
け
る
検
査
自
動
家
」

の
下
に
「
〈
第
九
十
条
の
十
二
第
一
璃
各
号
に
掲
げ
る
検
査
白
鶴
惑
を
除

く
。
)
い
を
加
え
、

「
、
畠
動
車
議
議
税
法
」
を
「
、
問
法
」
に
改
め
、

「
か
か
わ
ら
ず
」

の
下
に
つ
当
分
の
間
」
を
加

丸
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
五
千
百
持
」
を
「
四
千
八
吉
丹
い
に
改
め
、
問
符
ロ
中
「
五
千
六
吾
円
」
を
「
五
千
罷
百
円
」

ゆ
」
、

「
三
千
四
百
円
」
そ
ご
二
千
二
百
円
」
己
改
め
、
間
号
ハ
中
「
ニ
千
八
百
丹
」
を
「
二
千
七
一
白

4

」
、;
 
コ
ヤ
七
百

四
八
五



問
問
八
六

丹
」
を

「
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号

「
八
千
四
百
円
」
を

「
八
千
百
円
」
に
、

「
西
千
五
百
円
」

を

「
四
千
三
吾

円
」
に
改
め
、

開
項
第
二
号
イ
中
「
一
万
八
千
九
百
円
」
を

「
一
万
五
千
円
」

。』、;
 
「
一
万
ぺ
千
一
一
百
円
」
を

「
一
万
千

百
円
い
に
、

「
七
千
五
苔
丹
い
そ
「
六
千
六

に
改
め
、
問
符
ロ

ご
万
ニ
千
六
西
内
い
そ
こ
万
円
い
に

j

八

千
八
百
円
'
一
を
「
七
千
六
百
回
け
い
に
、

「
五
一
千
円
い
を
「
四
千
四
十
民
間
」

に
改
め
、
同
号
ハ
山
中
「
六
千
f
百
円
」
を
「
五
千

A

ケ
」
、;
 
「
四
千
四
百
雷
ど
を
「
コ
一
千
八
否
問
」
に
、

「
二
千
五
吉
田
ど
を

「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
一
万

一
二
千
二
百
円
」
を

「
一
万
千
三
百
円
」
に
、

「
六
千
三
百
円
い
を

J

「
五
千
五
一
白
田
川
」
に
改
め
、
部
門
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

第
九
十
条
の
十
一
の

平
成
で
十
二
年
間
月
一
日
以
後
に
自
動
車
検
査
誌
の
交
付
等
を
受
け
る
換
査
自
動
車
の
う
ち
、

め
て
道
路
運
送
車
馬
法
第
七
条
第
一
一
壊
の
規
定
た
よ
る
登
録
又
は
同
誌
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号

の
指
定
を
受
け
た

の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て

八
年
を
絡
遇
す
る
月
〈
軽
自
動
車
そ
の
組
の
政
令
で
定
め
る
検
査
一
路

動
車
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
絞
め
る
月
〉
の

日
以
後
に
自
動
車
検
驚
誌
の
交
付
等
を
焚
け
る
線
変
臨
動
車
〈
次
条
購

現
各
坊
に
掲
げ
る
機
意
自
動
車
を
除
く
。
〉
に
係
る
z
口
動
車
重
い
阻
京
税
の
貌
額
は
、
自
動
車
薫
量
一
税
法
第
七
条
第
一
項
及
び

前
条
第
一
項
の
規
定
立
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、

一
一
向
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る

O 

O 



、

く

( 

税
率
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
〈
灘
銘
運
送
車
隣
法
第
六
十
…
一
一
条
立
規
定
す
る
瀦
時
検
査
に
係
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、

w
d

該
金
額
に

0
・
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
〉
と
す
る
。

道
踏
運
送
法
第
二
条
第
二
現
に
規
定
す
る
自
動
車
運
議
事
灘
又
は
費
物
利
用
連
送
事
業
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す

る
第
一
一
韓
紫
物
利
用
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
刑
に
供
す
る
自
動
車

イ

自
動
車
検
査
祇
の
有
効
期
間
が
…
一
年
と
定
め
ら
れ
て
い
る
自
動
車
(
遊
路
瀧
送
車
両
法
第
六
十
一
条
第
一
一
一
項
の
規

定
に
よ
り
自
動
車
検
資
献
の
有
効
期
聞
が
箆
議
さ
れ
る
自
動
車
を
除
く
。
〉

)
 

咽
E
A(

 
山
及
び
切
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
慈

)
 

-
1
 

{
 
率
一
階
総
重
量
が
…
ト
ン
以
下
の
も
の

五
千
六
百
円

)
 

1
 

・
1(
 
車
両
総
章
一
騒
が
一
ト
ン
を
鰹
え
る
も
の

車
両
総
議
議
一
ト
ン
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
五
千
六
宮
内

軽
自
動
車

五
千
六
百
円

(3) 

一
一
輸
の
小
型
自
動
車

三
千
固
有
丹

ロ

イ
に
掲
げ
る
ム
自
動
車
以
外
の
自
動
車

)
 

唱
E
4(

 
乗
用
自
動
車
(
向
及
、
び
叫
に
掲
げ
る
自
動
率
後
輪
く
。
)

問
八
七



)
 

・1{
 

車
両
議
一
線
臓
が

0
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の

)
 

μ

判

u{
 
車両重一回一一壁一が

G
-
五
ト
ン
を
越
え
る
も
の

山、

ω及
び
判
に
謁
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車

)
 

。
l{
 

車
両
総
意
一
塁
が
一
ト
ン
以
下
の
も
の

中
戦
闘
総
滋
一
畿
一
が
ア
ト
ニ
必
勝
え
る
も
の

輔
自
動
車

二
輪
の
小
型
自
動
車

鶴
田
守
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車

州
問
八
八

二
千
八
、
諮
問

ふ
率
蒋
重
量
0
・
五
ト
ン
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
一
一
千
八

一
一
千
八
百
円

濃
部
総
議
議
一
ト
ン
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
一
一
千
八
宙
開

…
一
千
八
百
円

千
七
言
円

イ

自
動
車
検
資
献
の
有
効
期
畑
出
が
二
年
と
定
め
ら
れ
て
い
る
自
動
機
(
道
路
選
送
取
調
法
務
六
十
一
条
第
一
一
一
明
の
規

定
む
よ
り
自
動
車
検
資
一
抵
の
有
熟
期
間
が
矩
縮
さ
れ
る
向
出
動
薬
品
化
験
く
。
〉

)
 

宅
2

・A〈

乗
用
自
動
車
(
同
及
び
)
に
栂
掲
げ
る
自
動
車
を
除
く
。
)

〉
.
唱

z{
 
車
両
重
量
が

0
・
五
ト
ン
以

の
も
わ
の

車
両
重
量
が

0
・
五
ト
ン
を
越
え
る
も
の

C 

一
万
一
一
千
六
百
冊

恵一掬建一議一

0
・
蕊
ト
ン
マ
〈
は
そ
の
端
数
ご
と
に
一
万
一
一
千
六
部

• 

O 



亡、

(2) 

)
、
同
及
び
叫
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車

(3) (4 ) 
ロ

)
 

旬，ょ(
 

(2) 

)
 

・1(
 
車
両
総
重
量
一
が
一
ト
ン
以
下
の
も
の

東
関
総
重
臣
豆
一
が
一
ト
ン
を
結
え
る
も
の

軽
自
動
車

」
一
輪
の
小
型
自
動
車

イ
に
掲
げ
る
印
艶
幕
以
外
の
出
数
事

一
万
二
千
六
百

車
両
総
重
喜
一
一
一
ト
ン
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
一
万
二
千
六
西
田
川

八
千
八
審
問

百
ヂ
包
け

乗
用
自
動
車
(
仙
及
、
び
仰
に
掲
げ
る
自
動
車
を
臨
怖
く
。
〉

}
 

-
1
 

{
 

車
両
重
震
が
0
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の

)
 

1
 

・
1(
 

六
千
三
百
汚

車
開
設
一
議

0
・
五
ト
ン
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
ふ
ハ
ヂ
三

E
円

車
湾
設
一
積
一
が
0
・
笈
ト
ン
を
謡
え
る
も
の

及
び
仰
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車

(1) 

(3) 

)
 

-1 
(
 
車
問
総
議
量
が
一
ト
ン
以
下
の
も
の

)
 

1
 

・
1{
 

車
問
総
重
量
が
ア
ト
ン
を
超
え
る
も
の

六
千
三
酉
円

率
一
階
総
重
量
一
一
ト
ン
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
六
千
三
吾
内

問
八
九



間
九
O

(3 ) 

車
両
総
議
選
一
て
荒
ト
ン
以
下
の
僕
物
自
勤
務
〈

ω及
び
川
に
掲
げ
る
出
動
車
受
給
く
。
〉

車
両
総
議
援
が
一
ト
ン
以
下
の
も
の

四
千
四
百
刊

)
 

-(
 

)
 

1
 

・
1(
 
車
両
総
重
量
が
一
ト
ン
を
超
え
る
も
の

車
両
総
重
量
一
ト
シ
又
は
そ
の
議
数
ご
と
に
四
千
四
百

(4 ) 

軽
自
動
車

千
屈
百
円

(5) 

一
一
輸
の
小
型
自
動
車

今
一
千
五
十
日
目

2 

前
壊
の
車
両
議
畿
放
び
単
一
掬
総
裁
一
擦
の
計
算
に
関
し
必
擦
な
事
現
は
、
自
動
車
議
議
説
法
第
七
条
第
一
一
…
頃
に
定
め
る
と

と
ろ
に
よ
る
。

第
九
十
条
の
十
三
第
二
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」

の
下
に
つ
第
九
十
条
の
十
一
第
一
凄
」
を
加
え
、

「
同
条
」
を
「
諒

二
条
」
に
改
め
、
同
項
第

「
次
項
第
一
号
」

の
下
に
「
及
、
び
第
ご
号
」
を
加
え
、
日
間
項
第
ニ
母
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
o 

/¥ 

車
問
総
護
側
一
…
臓
が
ニ
'
蕊
ト
ン
を
縮
え
一
一
一
・
去
ト
ン
以
下
の
戦
地
自
動
車
で
あ
っ
て
、
前
壊
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
軒
抽
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
戒
二

一
年
十
月
一
日
以
降
に
遥

局
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
適
合
し
、

か
つ
、

エ

O 

O 



ぐ

〔

ネ
ル
ギ
l
消
費
効
継
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ

i
諮
毅
効
率
以
上
の
も
の
で
財
務
翁
令
で
定
め
る
も
の

第
九
十
条
の
十
二
第
一
一
一
頃
中
信
用
七
条
筋
一
環
い
の
下
に
寸
第
九
十
条
の
十
一
第
一
項
い
そ
加
え
、

「
部
門
条
」
を
立
制

年
一
条
」
に
改
め
、
同
明
第
二
時
中
♂
制
口
汚
い
を
「
第
一
号
」

M
L

改
め
、
間
号
を
岡
市
側
第
一
一
一
号
と
し
、
閥
横
第
…
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
ご
了
五
ト
ン
以
下
の
揮
発
油
自
動
車
(
揮
発
油
を
内
燃
議
漢
の
燃
料
と
す
る
自

動
車
を
い
う
。
)

の
う
ち
、
窒
素
霞
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
間
限
度
の
二
分
の
一
を
超
え

な
い
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
該
当
し
、

か
つ
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
i
諸
費
効
率
以

ょ
の
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

心
部
…
号
に
謁
げ
る
自
動
車
に
核
当
す
る
も
の
を
除
く
。
)

〈
納
税
貯
議
組
合
法
の
一
部
改
正
〉

機
十
九
条

納
税
貯
議
組
合
法
〈
昭
和
一
一
十
六
年
法
律
第
官
服
十
五
号
〉
の
一
一
部
そ
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
凶
条
中
ご
に
」
そ
吋
い
ず
れ
か
に
い
に
、
「
五
万
円
い
を
「
十
万
円
」
に
改
め
る
。

一
(
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
ム
口
衆
識
と
の
間
の
格
瓦
議
カ
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
議
づ
く
施
設
及
び
…
弘
域
並
、
び
に
日
本
関

に
お
け
る
合
衆
国
軍
勝
の
地
位
に
関
す
る
議
定
の
実
藤
に
伴
う
所
得
税
法
等
の
臨
時
特
到
に
関
す
る
法
挫
の
…
部
改
正
〉



霊童
}L 

第
二
十
条

B
本
患
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
広
域
並
び
に

日
本
闘
に
お
け
る
合
衆
嬰
軍
隊
の
地
位
に
出
摘
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
一
附
得
税
法
等
の

演
す
る
法
律
(
昭
和
一
一

十
七
年
法
操
第
百
ト
一
号
〉

第
十
一
条
第
三
壌
中
川

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

万
丹
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
い
を
二
年
以
下
の
懲
投
又
は
五

万
円
以
下
の
鰐
金
い
に
改
め

る
〈
日
本
館
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
態
と
の
問
問
の
相
互
一
防
衛
競
助
協
定
の
護
施
に
伴
う
関
税
法
等
の

関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
)

第

十

，:l!:. 
~ 

日
本
闘
と
ア
メ
ワ
カ
合
衆
密
と
の
間
の
相
互
防
衛
援
助
協
定
の
実
路
に
伴
う
関
税
法
等
の
寵
持
特
割
に
関
す
る

法
律
(
昭
和

A

一
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
五
項
中
「
二

万

を
ご
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。

(
輸
入
品
に
対
す
る
内
冨
消
費
税
の
議
設
等
に
寵
す
る
法
律
の
一
部
改
正
〉

第
二
十
二
条

輸
入
品
に
対
す
る
市
内
霞
活
費
税
の
徴
収
等
に
闘
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
年
法
律
第
二
一
ト
七
号
)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

O 

v 

e 

吋V
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〈

( 

第
一
一
十
三
条
第
一
一
嶋
中
「
査
年
い
を
「
十
年
い
に
、

出
け
を
こ
え
る
」
を
「
百
万
円
を
超
え
る
」
に
、

「
五
十
万

を
「
百
万
円
」
に
改
め
、
同
開
条
第
ニ
項
中
「
五
十
万

寸
五
十
万
円
を
こ
え
」
を
つ
百
万
円
を
運
え
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
ご
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、

「
五
万
丹
以
下
の
罰
金
文
は
科
料
」
を
「
一
年
以
下
の
盤
役
又
は
五

十
万
円
以
下
の
罰
金
」
に
・
改
め
る
。

(
清
綿
製
造
業
等
の
安
定
に
興
ず
る
特
別
措
皿
隊
法
の
一
部
改
正
〉

第
二
十
一
一
一
条

械
情
淵
製
法
業
等
の
血
友
銃
犯
関
す
る
特
別
措
殻
法
〈
昭
和

ム
i
r
な
年
法
律
第
七
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
境
中
「
十
万

を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
ご
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、

「
一
万
円
」
を
「
十
万
円
」
に
改
め
る
。

(
内
器
税
の
適
正
な
税
税
の
鑑
様
を
諮
る
た
め
の
悶
外
送
金
等
に
m
m
る
鵠
替
の
提
出
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
〉

第
一
一
十
部
条

内
関
税
の
溺
正
な
繰
税
の
擁
削
除
そ
悶
る
た
め
の
閣
外
諜
金
等
に
部
る
開
設
聞
の
提
出
等
に
関
す
る
法
律
〈
平
成
九

年
法
律
灘
区
十
号
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中

2
.
十
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。

11!1 
)1 



附
間
九
閥

第
八
条
を
翻
る
。

第
九
条
第
…
項
山
叩
「
第
七
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
‘
問
条
を
第
八
条
と
す
る
。

〈
一
般
会
計
に
お
け
る
憐
務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
ω

な
財
、
憾
の
確
棋
に
係
る
特
別
措
畿
に
織
す
る
法
律
の
一
部
改
正
〉

第
二
十
五
条

一
般
会
計
に
お

る
慣
務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
な
財
擦
の
確
保
に
係
る
特
別
語
置
に
閲
す
る
法
律
(
平
成
十

の
A

部
を
次
の
よ
う
に
設
正
守
る
。

年
法
律
第
汚
三
十
七
口
げ
〉

第
十
条
機
一
一
羽
及
び
第
十
一
条
策
二
明
中
「
千
分
の
百
八
十
八
い
を
「
千
分
の
百
三
ふ
i
m
聞
い
に
、

「
千
分
の
八

…d 

'-ω 

を
「
千
分
の
八
百
六
十
六
」
に
改
め
る
。

第
ナ
一
‘
条
第
ニ
日
明
第
一
向
汚
点
T

「
千
分
の
百
八
ト
八
」
を

「
千
分
の
百
三
十
陪
」
に
、

「
千
分
の
八
百
十
二
」
を
「
千
分
の

八
百
六
十
六
い
に
改
め
、
持
獲
筋
二
時
中
「
千
分
の
九
十
附
い
そ
「
千
分
の
ふ
ハ
十
七
」
に
、

コ
ナ
分
の
九
四
六
」

そ
「
千
分

の
九
百
三
十
コ
ご
に
改
め
、
部
門
項
第
三
号
中
「
千
分
の
い
ハ
十
七
」
を
「
千
分
の
問
ト
宜
」
に
、

「
千
分
の
九
百
三
十
一
一
一
い
を

「
千
分
の
九
百
五
十
五
」
に
改
め
る
。

第
十

条
鋪
…
現
中
コ
ヤ
分
の
百
八
十
八
い
を
コ
ヤ
分
の
悶
一
一
一
十

品
ケ
」
、;
 
「
千
分
の
八
一
口
十
土
い
を
「
千
分
の
八
百
六

ト
六
」
に
改
め
、
同
条
熊
一
一
項
中
「
千
分
の
百
八
ト
八
い
を
叶
千
分
の

一
一
一
十
聞
い
に
、

「
千
分
の
九
十
四
」
そ
「
千
分
の

。

‘v 

O 



六
十
七
い
立
、

「
千
分
の
八
百
十
一
一
い
を
「
千
分
の
八
百
六
十
六
」
足
、

「
千
分
の
九
百
六
い
そ
「
千
分
の
九
百
二
一
十
三
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
ウ
子
分
の
百
八
十
八
」
を
「
ヂ
分
の
百
五
十
部
〕
に
、

「
千
分
の
六
十
七
」
を
「
千
分
の
四
十

五
」
に
、

「
千
分
の
八
一
自
十
二
」
そ
「
千
分
の
八
苔
六
十
六
」
に
、

「
千
分
の
九
一
白
三
十
一
一
一
」
そ
コ
ヤ
分
の
九
百
五
十
五
」

に
故
め
る
。

第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
中
「
千
分
の
吉
八
十
八
い
を
「
千
分
の
直
三
十
四
〕
に
、

「
千
分
の
八
百
十

一
一
〕
を
「
千
分
の
八
百
六
十
六
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
寝
中
「
五
年
」
を
「
十
年
」
に
、

「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
い
に
改
め
、
開
条
第
二
項
中
「
五
十
万

円
い
を
「
百
万
円
い
に
改
め
る
。

第
二
十
一
一
条
中
「
十
日
力
内
」
を
「
一
年
以
下
の
態
投
又
は
五
十
万
円
い
に
改
め
る
。

F詰

~rj 

〈
施
行
期
限
)

第

条

乙
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
一
年
四
月
一
宮
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
縄
、
げ
る
規
定
法
、
当
該
各
号
に

出
廷
め
る
E
か
ら
施
行
す
る
。

問
九
五



凶
九
六

次
陀
掲
げ
る
規
定
:
平
成

一
一
年
六
月
一
自

ィf

第
一
条
中
所
課
税
法
の
悶
次
の
改
正
措
定
、
同
法
第
ご
百
三
十
八
条
の
改
正
規
定
、
~
階
法
第
二
百
五
十
九
条
の
改
正

嬬
定
、
同
法
第
ご
官
四
十
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
四
十
年
条
及
、
び
第
二
百
盟
十
一
一
条
の
改
正
議
定
、
問
法
第
一
一

吉
器
十
一
一
一
条
を
削
る
改
正
規
定
、
間
法
第
二
百
四
十
剖
条
の
改
正
規
定
並
、
び
に
開
条
を
同
法
第
三
百
四
十
一
二
処
刑
と
す
る

改
正
規
定

ロ
第
ニ
条
中
法
人
税
法
の
自
次
の
改
正
規
定
〈
「
第
百
六

る
。
)
、
問
法
第
百
瓦
十
九
条
第

J

壌
の
改
正
規
定
〈
「
第
百
六 間

条
」
を
「
第
百
六
十
三
条
い
に
改
め
る
部
分
に
眠

四
条
第
一
頃
い
を
「
第
百
六
十
三
条
第
一
頃
」

に
、
「
五
年
」
を

「
十
年
」
に
、

「
五
百
万
円
」
ー
を
「
千
万
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
以
内
条
第
-
一
項
の
改
正

嬬
窓
、
同
法
第
百
六
子
条
の
改
正
線
建
(
「
二
十
万
内
」
を
「
五
十
万
河
」
に
改
め
る
部
分
に
眠
る
。
)
、
締
法
第
百

六
十
一
条
の
改
正
規
定
、
間
法
第
百
六
十
で
条
の
改
正
規
定
(
「
…
…

万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
)
、
開
法
第
百
六
十
一
一
一
条
を
削
る
改
正
規
定
、
司
法
線
百
六
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
、
び
開
条
を
開
法
第
百

六
十
…
…
…
条
と
す
る
改
直
規
定

ハ
~
第
三
条
中
相
続
税
法
の
鼠
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
ト
八
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
九
余
の
改
正
視
認
、

ぐコ

ぅ，

。



仁

、.

( 

法
第
七
十
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
七
十
二
条
を
削
る
改
正
規
定

第
盟
条
の
震
定
(
地
価
税
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
改
正
捜
定
を
捺
く
。
)

ホ

第
五
条
中
諮
按
税
法
の
閥
次
の
改
正
規
定
、
開
法
第
六
十
二
条
第
一
墳
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
四
条
の
改
正
規

波
、
向
法
第
六
十
五
条
の
改
正
機
能
、
際
法
第
六
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
七
粂
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
そ

削
る
改
正
規
定
、
開
法
第
七
十
条
第
一
項
の
故
正
規
矩
及
、
引
用
問
条
そ
同
法
第
六
十
七
条
と
す
る
改
正
規
定

J¥ 

第
六
条
の
規
定

ト

第
七
条
や
た
ば
こ
税
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
八
条
の
改
正
規
定
、
用
法
第
二
十
九
条
の
改
正
規
定
、

問
法
第
一
二
十
条
そ
削
る
改
正
幾
定
、
問
問
法
第
一
一
…
十
一
条
第
一
壌
の
改
正
規
定
及
ぴ
詞
識
が
}
興
法
第
一
一
一
十
条
と
す
る
段
正

規
定

チ

一
第
八
条
の
規
定

リ

第
九
条
の
規
定
(
地
方
舞
発
揚
説
法
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
)

ヌ

第
十
条
の
規
定

}v 

欝
十
一
条
の
損
定

四
九
七



問
問
九
八

ヲ

第
十
二
条
の
規
定

ワ

第
十
三
条
の
規
定

カ

第
十
四
条
中
印
紙
税
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
一
一

二
一
条
及
び
錦
ニ
十
四

条
を
脳
部
る
改
正
規
定
、
同
法
第
-
一
十
五
条
の
改
在
規
定
、
同
条
を
同
法
第
二

一
ニ
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
一
.
十

ム
ハ
条
の
故
正
規
定
、
対
条
を
伺
法
第
二
十
四
条
と
す
る
改
正
規
定
、
川
刊
誌
第
二

七
条
の
故
正
規
定
並
が
に
陪
条
を
問

法
第

五
条
と
す
る
改
正
規
定

ヨ

第
十
正
条
の
規
定
〈
悶
税
論
剣
法
第
一
一
条
第
六
時
ハ
川
仰
の
改
正
規
定
、
関
法
第
六
十
去
条
第
一
一
一
議
第
二
号
ロ
の
改
正

織
内
必
及
び
期
間
法
第
七
十
一
条
第
一
一
様
の
改
一
止
規
定
そ
除
く
。
)

タ

第
十
六
条
の
鏡
窓

レ

第
十
七
条
の
制
服
定
〈
組
税
条
約
の
実
施
に
枠
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
務
等
に
問
機
ず
る
法
律
第

一
…
一
条
の
ニ
第
一
壌
の
改
正
規
定
(
「
第
九
条
の
五
の
二
第
一
明
」
を
「
第
九
条
の
ふ
ハ
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に
援

る
。
)
、
問
条
第
一
一
壌
の
改
正
規
定
、
開
条
第
一
一
一
項
の
改
正
規
定
(
「
第
九
条
の
五
の
二
第
三
環
」
を
「
第
九
条
の
六

第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
隈
る
。
)
、
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
五
項
の
改
正
規
定
(
「
第
九
条
の
五
の

C 

O 

. . 



仁

二
第
二
濃
い
を
「
第
九
条
の
六
第
一
…
寝
い
立
改
め
る
部
分
に
張
る
ο

〉
、
問
問
条
第
六
項
の
改
正
競
定
、

同
条
第
七
璃
の

改
正
規
定
〈
「
第
九
条
の
五
の
ニ
第
四
項
」
を
吋
第
九
条
の
六
郷
題
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
調
条
第
八
項

の
改
正
規
定
、
向
条
第
十
一
一
一
頃
の
表
第
百
七
十
二
条
第
一
議
第
一
号
の
壊
の
改
正
規
定
、
部
門
条
第
十
七
現
第
一
号
の
改

正
規
定
〈
「
第
三
十
四
号
の
三
」
な
「
第
三
十
四
号
の
四
」
に
絞
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
問
条
第
十
九
項
第
…
一
号
の

改
正
規
定
(
「
第
五
十
四
号
の
一
一
一
い
を
「
第
五
十
思
号
の
闘
い
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
詞
条
第
二
十
一
項
第
一
…

号
の
改
正
規
定
(
「
第
三
十
凶
号
の
三
」
を
「
第
三
十
凶
号
の
罰
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
持
条
第
二
十
三
項

第
ニ
号
の
改
正
懇
定
〈
「
第
三
十
朗
号
の
三
」
を
吋
第
一
一
一
十
四
男
の
盟
」
に
改
め
る
部
分
に
翻
る
。
)
、
開
条
第
一
一
十

五
現
第
二
号
の
改
正
規
定
(
「
第
五
十
沼
田
守
の
…
…

r
を
「
第
一
一
一
十
四
号
の
閥
」
に
改
め
る
部
分
に
躍
る
。
)
、
同
法
第

ム
ハ
条
の
一
一
第
一
一
壌
の
改
正
視
定
及
、
び
伺
法
第
七
条
第
一
頃
の
改
正
摂
窯
〈
「
(
解
散
〈
合
併
に
よ
る
解
散
を
緯
く
。
〉

に
よ
る
摘
算
所
得
の
金
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
現
に
お
い
て
部
門
じ
。
)
」
を
割
る
部
分
に
譲
る
?
〉
を
除
く
。
)

ソ

第
十
八
条
中
租
税
特
別
加
措
緩
法
の
目
次
の
改
正
規
定
(
「
鋪
七
十
条
の
十
…
ご
を
「
第
七
十
条
の
十
一
一
一
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
)
、
問
刊
誌
第
五
条
の
ニ
第
五
項
第
四
号
の
改
正
規
定
〈
「
規
定
す
る
条
約
」

の
下
記
「
そ
の
越
の
我
が

国
が
締
結
し
た
国
際
約
束
」
を
、

叶
締
約
国
」

の
下
に
「
又
は
締
約
者
」
を
加
え
、

「
条
約
相
手
題
」
を
「
条
約
桔
手

凶
九
九



五
0
0

題
等
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
持
項
第
五
削
げ
の
改
正
規
定
、
持
法
第
九
条
の
隈
の
一
一
〈
見
出
し
を
合
む
。
〉

の

改
正
撰
定
、
持
法
第
九
条
の
五
第
…
現
の
改
正
規
定
、
問
法
第
五
十
七
条
の

一
の
一
一
一
第
八
慣
例
の
改
正
規
定
、
脳
内
法
第

凶
十
一
一
条
の
一
一
第
一
一
慣
例
第
一
時
の
改
正
焼
定
、
間
抜
第
四
十
二
条
の
三
(
見
出
し
を
舎
む
。
)

一
項
第
ニ
号
中
「
規
定
す
る
報
告
書
」
の
下
に

の
改
正
規
定
(
持
条
第

「
、
第
一
一
一
十
七
条
の
十
四
第
十
五
項
に
規
定
す
る
報
告
書
」
を
加
え
る

部
分
並
び
に
持
軍
(
第
五
号
及
び
第
六
号
に
祭
る
部
分
を
韓
く
。
)
、
同
法
第
六
十
六
条
の
四
第
十
二
項
の
改
正
規
定

(
「
ト
万
丹
)
を
「

万
円
」
に
設
め
る
部
分
に
躍
る
。
)
、
同
条
第
ト
九
項
の
改
正
視
定
(
同
.
棋
を
川
内
条
第
十
八

現
と
す
る
部
分
を
除
く
。
)
ブ
同
法
第
六
十
六
条
の
踏
の
一
一
第
一
璃
の
改
正
規
定
爪
「
条
約
柏
手
闘
い
を
「
条
約
相
手

関
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
〉
、
同
法
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十

a

棋
の
夜
正
規
定
、
同
条
第
ト
九
頃
の
改
正

規
定
、
持
法
第
六
ト
八
条
の
八
十
八
の
て
第
一
一
壊
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
章
中
第
七
十
条
の
十
二
の
次
に
一
条
を
揺

え
る
改
正
規
定
、
罰
法
第
八
十
六
条
の
二
の
改
正
窪
定
、
開
法
第
八
十
七
条
の
八
の
設
正
規
定
、
同
法
第
八
十
八
条
の

七
の
故
正
規
定
、
同
法
第
八
卜
九
条
の
こ
の
改
正
議
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
卜
九
条
の

聞
の
改
正
規
定
、
田
内
法
措
九
十
条
の
改
正
規
内
内
山
内
法
滞
九
十
条
の
こ
の
改
正
規
定
、
山
内
法
第
九
十
条
の
聞
の
改
正
規

定
〈
開
条
第
一
一
療
に
諮
る
部
分
そ
除
く
。
)
、
開
門
誌
第
九
十
条
の
削
の
二
の
改
正
規
定
、
持
法
務
九
卜
条
の
四
の
去
の

C 

O 


